
そうだそうち

営業指令電話回線が全線 の駅(ホ ーム ・ 運転事務室等) ・ 車掌

所 ・* 乗車券セ γ ター・*団体愉送セ ンタ一等関係箇所と直}/l'

に連絡できるよう 設備され，さ らに全線の列車には業務用 ・公

衆用*列車無線により乗務中の車掌と直接指令で きるようにな

っている。

3 施設指令(写真-3)

施設指令では線路が毎日良好な状態に保たれ， 200kmjh の高

速運転が異状な く行なえるようにするため，次のような仕事を

行なっている。すなわち東京 ・ 新大阪聞の線路が正常に保たれ

ていることを知っ ておくため，全線を定期l的に走行している高

速*軌道試験車の記録の要注箇所をつかみ，ま た， 列車で列車

動揺を測定してい る人や，全線を徒歩巡回 してい る人々からの

異状報告を受ける。これらの報告に よ り ， 必要に応 じて緊急巡

回の指令を行な ったり ，他の指令と打合せのう え，列車の徐行

や停止の手配を行ない，また，場合によ っては緊急保修の指令

を行なう。

定例的な作業として

は， 毎晩列車の走 らな

し 、夜間のH寺間帯で行な

っている線路の保修作

業について，開始と終

了の連絡，確認を関係

指令と速絡をと り なが

ら行な うほか，保修作

業に必要な調整も行なう。 写真ー3 施設指令

事故，災害の場合には，迅速正確に状況をつかみ，関係指令

と連絡のうえ列車の徐行や停止手配を とる一方，施設関係機関

に災害警備上の連絡や応急および復旧作業の指令を行なう。

4 電気指令(写真一4)

電気指令は，列車の正常運転と作業安全の確保のため，変電

所 ・ き電区分所および電車線路などの電気運転設備の運転とそ

の統制j業務を行なう 。
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備の監説を行な っている。

事故または災害の場合には， l車市IJ盤のぷ示により ，あるいは

現地よりの緊急呉状報告により，直ちに奥状の発生お よびその

状況をはあ くし関係指令と連絡し，予備凶線・ 予備機fu~ の運転，

系統変更または緊急、き電停止などを行な う とともに地区電気指

令に事故復旧に関する指令を行なう。

また， 日常の保守作業のため停電作業計画の調書生およ び立案

を行ない，その実施について関係指令と連絡のうえ受電または，

き電停止の操作を行なL 、，地区電気指令，あるいは直接作業責

任者 と 作業新手および終了につレて確必 し， 作業のはあくを行

なう。

そのほか変電所負荷実縦の記録，事故通報の作成，報告，保

護継電禄その他機慌の調，終値の牧定，異常気象の情報およ び緊

急に行なう 指令間連絡事項の電気所への伝達を行なう。

なお地区電気指令では，中央電気指令と.iID絡し電気所担当区

域内のき電停止に関する事項の調幣および， き電停止作業の着

手，終了の確認ならびに 目J ï i牧時における速報，巡回指令および

手配等を行なに

5 信号街令(写真ー5)

信号指令では運転指令員が， その耳・ 目 ある いは手として ，

東京 ・ 新大阪間の列車運転を安全，かつ能率よ く行なうための

本 自動列車制御張関 (A.T. C. ) ・列市集中市IJ御装位 (C. T.C.) 等

の信号保安装置が異常な く 動作しているかど うかを常に監視し，

万一異常が認められた場合，現地の信号保安設備の保安要員に

その状況およ び修EI\方を指示すると 同時に，運転手配が安全，

迅速に行なえるよう，運転街全に運転規制lの程度を通告したり，

他系統指令問の連絡調整および報告を行なわ

また， 信号保安，没備

の検査， 調書~，修里R ，

および交換等の保守業

務を行な う 場合， 列車

運転の状況，作業の内

容を妓術的に判断し，

また ， 必要によっては

他系統指令 と 協議して，

施行時期・時間帯 ・ 手 写真ー5 信号指令

統および他系統と の作業調整を行なレ，安全に作業が施行され

列車運転に支障を与えないようにするための作業統制lを行な う。

これらに付随して事故，故障， 不良機11:，についての統計資料

を盤理分析し，要注意箇所，要注意.設備のはあ くお よ び対策へ

の基鍵資料としている。

6 通信指令(写真一6)

通信指令では列車運転に必要な C.T.C ， C.S.C 等の伝送路と

しての同軸搬送，列車運転の安全と高能率運転に使用されてい

る列車無線電話等の電気通信系の保守，統制lのため次のよう な

業務を行なってレる。

(1) 通信系の品質の

維持を行なう品質管理

統計 よ りみて，管E~限

界外に H:lたとき，ある

しはが故などが発生 し

て， 系に支障をきたし

たときな ど，その復旧

の指令を行な う。 写真一6 通信指令

(2) 系統の運用を行なう。事政その他に よ り臨時に回線の構

成変更 ， う回構成が必要な場合， 関係業務機関と の連絡をとり ，

その手配を行なう。

(3) 作業:の統制を行なう 。 各電気所内または，他関係機関で

行なう検査，工事，その他の作業計 画の承認、， 関係箇所への連

絡，作業実施の確z訟を行なう。このため支社内の通信指令とと

もに静岡・名古屋 ・大阪の各電気所にそれぞれ地区通信指令が

設けられてし、 る。(高崎正衛・和田/I~作 ・ 立訟俊彦・井出富雄・宮崎

洋一 ・柴宮勘太郎・宗形忠)

そうだそうち 操だ装置 船の進路を保持 または方向を

変え る装置で，繰だ(舵)室の操だ愉を回転することにより伝達


